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（高知県障害者等用駐車場利用証交付制度）

　「こうちあったかパーキング制度」は、公共施設や店舗などの障がい者等用駐車場を

適正にご利用いただくため、障がい者や高齢者など移動に配慮が必要な方に、県が県

内共通の利用者証を交付する制度です。

●対象となる方に、県障害保健福祉課および県福祉

保健所で交付します。（申請が必要です。）

●利用証はルームミラーなどにかけて外から見える

ように掲示します。

【対象となる方】

・身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障が

い、高齢、難病などにより移動に配慮が必要な方

・妊産婦、けがなどにより一時的に移動に配慮が必

要な方

この制度の基本となるのは、県民の皆さん一人ひとりのゆずりあいの心です。

本当に必要な方が利用できるようご協力をお願いします。

○お問い合わせ　高知県障害保健福祉課　　　　　　　　　　　　  蕁088－823－9663（直通）
　　　　　　　　黒潮町役場 本庁 健康福祉課 福祉係　　　　　　  蕁43－2116（課直通）
　　　　　　　　　　　　　 佐賀支所 地域住民課 総合窓口第2係　蕁55－3113（課直通）
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